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議案第５７号 

 

 

字の変更について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、当市の区域内の

字を別紙のとおり変更し、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第１０項

において準用する同法第５４条第４項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施

行するものとする。 

 

 

令和８年６月１０日提出 

 

 

上越市長  小 菅 淳 一 
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別紙（変更調書） 

変   更   前 変 更 後 

大 字 字 地      番 大 字 字 

吉川区

下八幡 

内 切 

５９の１、６０の１、６２、６３の１から６３の３まで、 

６４の１から６４の３まで、６５、６６の１、６８の１、 

６９の１、６９の２、７０、７１の１、７１の２、７２ 

吉川区

坪野内 
 

草刈場 

１の１、１の３、３の１、３の３、４の１、４の４、 

５の１、５の３、６の１、６の２、６の５、６の６、 

７の１、７の３、８の１、８の３、９の１、９の３、 

１０の１、１０の３、１１の１、１２の１、１３の１、 

１３の３、１４の１、１４の３、１５の１、１５の３、 

１６の１ 

北穴田 

７３、７３の１、７４から７８まで、７９の１、８０の１、 

８１の１、８２の１、８３の１、８４から９２まで、 

９２の１ 

南穴田 

９３、９３の１、９４から１０３まで、１０４の１、 

１０５の１、１０６の１、１０７の１、１０８の１、 

１０９から１２１まで、１２１の１ 

新高入 

１２２の１、１２２の４、１２３の１、１２４の１、 

１２５の１、１２６の１、１２７の１、１２８の１、 

１２９の１、１２９の２、１３０の１、１３０の２、 

１３１の１、１３１の２、１３２の１、１３３の１、 

１３４の１、１３５の１、１３６の１、１３７の１、 

１３８の１、１３９の１、１４０の１、１４１の１、 

１４２の１、１４３の１、１４４の１、１４５の１、 

１４６の１、１４７の１、１５１の１、１５２の１、 

１５３の１、１５４の１、１５７の１、１５７の３ 

吉川区

坪野内 
下谷内 

４１の１、４１の３、４２の１、４３の１、４４の１、 

４５の１、４６の１、４７の１、４８の１、４９の１、 

５０の１、５１から５９まで、 

６０の１から６０の１０まで、６１、６１の１、 

６２から７０まで、７１の１、７１の２、 

７２から９３まで、９３の１ 

大潟区

高 橋 

新 田 

下谷内 

４１５の１、４１５の２、４１６の１、４１７の１、 

４１８の１、４２１の１、４２１の２、４２２の２、 

４２３の１、４２３の２、４２４の１、４２４の２、 

４２５の１、４２５の２、４２６の１、４２６の２、 

４２７の１から４２７の３まで 

大潟区米倉新田字午高入１７３の１、１７３の２、１７４の１、１７５の１、 

１７５の２の地先の水路である公有地の全部 

吉川区

坪野内 
上谷内 

１、１の１、２から２０まで、２０の１、２１、２１の１、 

２２から３４まで、３５の１、３６の１、３７の１、 

３８の１、３９の１、４０の１、４０の３ 

大潟区 

東 潟 
東 割 
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変   更   前 変 更 後 

大 字 字 地      番 大 字 字 

吉川区

西野島 
 ４３１５から４３１７まで、４７５５ 

大潟区

東 潟 
東 割 

大潟区

高 橋

新 田 

東谷内 

３０４の１、３０５の１、３０６の１、３０７の１、 

３１０の１、３１１の１、３１２の１、３１３の１、 

３１９から３２１まで、３２４から３４３まで、 

３５４から３６７まで、３９５の１、３９５の２、 

３９６から４００まで、４０１の２、４０２の１、 

４０２の２、４０３から４０８まで、 

４０９の１から４０９の３まで、４１０の１、４１１の１、

４１１の２、４１２の１、４１３の１、４１４の１ 

堀 田 

２４４、２４５、２４６の１、２４６の２、２４７の１、 

２４７の２、２４８の１、２４８の２、２４９、 

２５３から２５６まで、２５７の１、２５７の２、 

２５８から２７１まで、２７５、２７６の１、２８２の１、 

２８６の２、２８７の１、２８８から２９０まで、 

２９６から２９８まで、３００から３０２まで 

大潟区高橋新田字東谷内３９５の２、４０１の２、４０２の２、４０９の２、 

４０９の３、４１０の１、４１１の１、４１１の２の地先の水路である大潟区 

高橋新田字南舟入の公有地の全部 

及び当該変更に伴う公有地を含む。 

上記地番は、令和７年１０月８日現在の登記簿による。 
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県営経営体育成基盤整備事業（面的集積型）「東潟地区」 

位置図 

凡 例 

      字変更区域 

除外地 
主
要
地
方
道
新
井
柿
崎
線 

主要地方道大潟高柳線 

除外地 

凡 例 

      字変更区域 

主
要
地
方
道
新
井
柿
崎
線 
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県営経営体育成基盤整備事業（面的集積型）「東潟地区」 

字の区域図（変更前） 

大潟区米倉新田字午高入 

吉川区坪野内字下谷内 除外地 

除外地 

大潟区高橋新田字堀田 

吉川区下八幡字内切 

吉川区下八幡字北穴田 

吉川区下八幡字南穴田 

吉川区下八幡字草刈場 

大潟区高橋新田字下谷内 

 

吉川区下八幡字新高入 

吉川区下八幡字新高入 

大潟区高橋新田字南舟入

り 

 

大潟区高橋新田字東谷内 

 

吉川区坪野内字上谷内 

吉川区西野島 

吉川区下八幡字新高入 
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県営経営体育成基盤整備事業（面的集積型）「東潟地区」 

字の区域図（変更後） 

吉川区坪野内 

大潟区東潟字東割 

吉川区坪野内 

吉川区坪野内 
除外地 

除外地 

大潟区東潟字東割 


